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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 
一 （ 略 ） 一 （ 略 ） 

一 の 二  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ５ の ５ の ２ の 注 、 第 ６ の 13 の ８

の 注 、 第 ９ の 13 の ４ の 注 １ 及 び 注 ２ 、 第 10 の ８ の ５ の 注 、 第 11

の 12 の ５ の 注 、 第 12 の 15 の ７ の 注 、 第 13 の 14 の ５ の 注 、 第 14

の 16 の ４ の 注 並 び に 第 15 の １ の ９ の 注 １ 及 び 注 ２ の 厚 生 労 働 大

臣 が 定 め る 者 並 び に 同 表 第 ７ の 13 の ３ の 注 １ 及 び 注 ２ の こ ど も

家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

障 害 支 援 区 分 に 係 る 市 町 村 審 査 会 に よ る 審 査 及 び 判 定 の 基 準 等

に 関 す る 命 令 （ 平 成 二 十 六 年 厚 生 労 働 省 令 第 五 号 。 以 下 「 区 分 命

令 」 と い う 。 ） 第 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 障 害 支 援 区 分 認 定 調 査 の

結 果 に 基 づ き 、 同 令 別 表 第 一 に お け る 認 定 調 査 項 目 中 「 コ ミ ュ ニ

ケ ー シ ョ ン 」 、 「 説 明 の 理 解 」 、 「 大 声 ・ 奇 声 を 出 す 」 、 「 異 食

行 動 」 、 「 多 動 ・ 行 動 停 止 」 、 「 不 安 定 な 行 動 」 、 「 自 ら を 傷 つ

け る 行 為 」 、 「 他 人 を 傷 つ け る 行 為 」 、 「 不 適 切 な 行 為 」 、 「 突

発 的 な 行 動 」 及 び 「 過 食 ・ 反 す う 等 」 並 び に て ん か ん 発 作 （ 以 下

「 行 動 関 連 項 目 」 と い う 。 ） に つ い て 、 別 表 第 二 に 掲 げ る 行 動 関

連 項 目 の 欄 の 区 分 に 応 じ 、 そ の 行 動 関 連 項 目 が 見 ら れ る 頻 度 等 を

そ れ ぞ れ 同 表 の ０ 点 の 欄 か ら ２ 点 の 欄 ま で に 当 て は め て 算 出 し た

点 数 の 合 計 が 十 点 以 上 で あ る 障 害 者 又 は こ れ に 準 ず る 者 

（ 新 設 ） 

二 ～ 四 （ 略 ） 二 ～ 四 （ 略 ） 

（ 削 る ） 五 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ６ の １ の 注 ４ 及 び 第 ９ の １ の 注 ２ の 厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 存 し て い た 旧 児 童 福 祉

法 第 二 十 四 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 知 的 障 害 児 施 設 等 （ 以 下

「 旧 指 定 知 的 障 害 児 施 設 等 」 と い う 。 ） （ 通 所 の み に よ る 利 用 に

係 る も の を 除 く 。 ） に 入 所 し た 者 の う ち 、 当 該 旧 指 定 知 的 障 害 児

施 設 等 に 継 続 し て 入 所 し て い る 者 

五  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ６ の ３ の ２ の 注 及 び 13 の ４ の 注 並 び 五 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ６ の ３ の ２ の 注 ２ 及 び 注 ３ 並 び に



に 第 1
5
の １ の ７ の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 並 び に 同 表 第 ７

の ２ の ３ の 注 １ 及 び 注 ２ の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が

定 め る 者 

（ 略 ） 

第 1
5
の １ の ７ の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 並 び に 同 表 第 ７ の

２ の ３ の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

 

（ 略 ） 
五 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ６ の ７ の ２ の 注 ３ 及 び 注 ７ 、 第 ９

の ３ の 注 ４ 及 び 注 ８ 並 び に 第 15 の １ の ６ の 注 ２ 及 び 注 ４ の 厚 生

労 働 大 臣 が 定 め る 者 並 び に 同 表 第 ７ の ３ の 注 ３ 及 び 注 ６ の こ ど も

家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

区 分 命 令 第 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 障 害 支 援 区 分 認 定 調 査 の 結 果

に 基 づ き 、 行 動 関 連 項 目 に つ い て 、 別 表 第 二 に 掲 げ る 行 動 関 連 項

目 の 欄 の 区 分 に 応 じ 、 そ の 行 動 関 連 項 目 が 見 ら れ る 頻 度 等 を そ れ

ぞ れ 同 表 の ０ 点 の 欄 か ら ２ 点 の 欄 ま で に 当 て は め て 算 出 し た 点 数

の 合 計 が 十 八 点 以 上 で あ る 障 害 者 又 は こ れ に 準 ず る 者 

（ 新 設 ） 

五 の 三  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ６ の 13 の ３ の 注 の 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 者 

ス コ ア 表 の 項 目 の 欄 に 掲 げ る い ず れ か の 医 療 行 為 を 必 要 と す る

状 態 で あ る 者 又 は 重 度 の 知 的 障 害 及 び 重 度 の 肢 体 不 自 由 が 重 複 し

て い る 障 害 者 

（ 新 設 ） 

五 の 四 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の １ の 注 ４ の ２ 、 注 ４ の ３ 及 び

注 ４ の ６ の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

ス コ ア 表 の 項 目 の 欄 に 掲 げ る い ず れ か の 医 療 行 為 を 必 要 と す る

状 態 で あ り 、 か つ 、 区 分 命 令 第 一 条 第 二 号 に 掲 げ る 区 分 一 （ 以 下

「 区 分 一 」 と い う 。 ） 以 上 に 該 当 す る 者 

五 の 三 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の １ の 注 ４ の ２ 及 び 注 ４ の ３ の

こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

ス コ ア 表 の 項 目 の 欄 に 掲 げ る い ず れ か の 医 療 行 為 を 必 要 と す る

状 態 で あ り 、 か つ 、 障 害 支 援 区 分 に 係 る 市 町 村 審 査 会 に よ る 審 査

及 び 判 定 の 基 準 等 に 関 す る 命 令 （ 平 成 二 十 六 年 厚 生 労 働 省 令 第 五

号 。 以 下 「 区 分 命 令 」 と い う 。 ） 第 一 条 第 二 号 に 掲 げ る 区 分 一 （

第 五 号 の 四 に お い て 「 区 分 一 」 と い う 。 ） 以 上 に 該 当 す る 者 

五 の 五 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の １ の 注 ４ の ４ 、 注 ４ の ５ 及 び

注 ４ の ７ の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

ス コ ア 表 の 項 目 の 欄 に 掲 げ る い ず れ か の 医 療 行 為 を 必 要 と す る

状 態 で あ り 、 か つ 、 障 害 児 に 係 る こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働

大 臣 が 定 め る 区 分 （ 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 五 百 七 十 二 号 ）

第 二 号 に 規 定 す る 区 分 一 （ 以 下 「 障 害 児 支 援 区 分 一 」 と い う 。 ）

五 の 四 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の １ の 注 ４ の ４ 及 び 注 ４ の ５ の

こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 
ス コ ア 表 の 項 目 の 欄 に 掲 げ る い ず れ か の 医 療 行 為 を 必 要 と す る

状 態 で あ り 、 か つ 、 障 害 児 に 係 る こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働

大 臣 が 定 め る 区 分 （ 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 五 百 七 十 二 号 ）

第 二 号 に 規 定 す る 区 分 一 （ 次 号 に お い て 「 障 害 児 支 援 区 分 一 」 と



以 上 に 該 当 す る 者 い う 。 ） 以 上 に 該 当 す る 者 

五 の 六 ・ 五 の 七 （ 略 ） 五 の 五 ・ 五 の 六 （ 略 ） 

五 の 八  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の １ の 注 15 の ８ の こ ど も 家 庭

庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 
⑴ ス コ ア 表 の 項 目 の 欄 に 掲 げ る い ず れ か の 医 療 行 為 を 必 要 と す

る 状 態 で あ り 、 か つ 、 区 分 一 又 は 障 害 児 支 援 区 分 一 以 上 に 該 当

す る 者 

⑵ 重 度 の 知 的 障 害 及 び 重 度 の 上 肢 、 下 肢 又 は 体 幹 の 機 能 の 障 害

が 重 複 し て い る 障 害 者 及 び 重 症 心 身 障 害 児 （ 児 童 福 祉 法 （ 昭 和

二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 重 症 心 身

障 害 児 を い う 。 ） 

⑶ 区 分 命 令 第 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 障 害 支 援 区 分 認 定 調 査 の 結

果 に 基 づ き 、 行 動 関 連 項 目 に つ い て 、 別 表 第 二 に 掲 げ る 行 動 関

連 項 目 の 欄 の 区 分 に 応 じ 、 そ の 行 動 関 連 項 目 が 見 ら れ る 頻 度 等

を そ れ ぞ れ 同 表 の ０ 点 の 欄 か ら ２ 点 の 欄 ま で に 当 て は め て 算 出

し た 点 数 の 合 計 が 十 点 以 上 で あ る 障 害 者 又 は こ れ に 準 ず る 者 

（ 新 設 ） 
五 の 九 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 11 の ４ の ２ の 注 ４ 、 第 12 の 11 の

注 ４ 、 第 1
3
の 1
0
の 注 ４ 、 第 1
4
の 1
0
の 注 ４ 及 び 第 1
5
の ７ の 注 ４

の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 並 び に 同 表 第 ７ の ５ の 注 ４ 及 び 注 ５ 並

び に 第 ８ の ２ の ４ の 注 ６ 、 注 ７ 及 び 注 14 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及

び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

（ 略 ） 

五 の 七 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 11 の ４ の ２ の 注 ４ 、 第 12 の 11 の

注 ４ 、 第 1
3
の 1
0
の 注 ４ 、 第 1
4
の 1
0
の 注 ４ 及 び 第 1
5
の ７ の 注 ４

の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 並 び に 同 表 第 ７ の ５ の 注 ４ 及 び 注 ５ 並

び に 第 ８ の ２ の ３ の 注 ６ 、 注 ７ 及 び 注 14 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及

び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

（ 略 ） 

五 の 十 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の ５ の 注 ６ 及 び 第 ８ の ２ の ４ の

注 ８ の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

（ 略 ） 

五 の 八 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の ５ の 注 ６ 及 び 第 ８ の ２ の ３ の

注 ８ の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

（ 略 ） 

六 （ 略 ） 六 （ 略 ） 

七  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の 11 の 注 １ の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及

び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

別 表 第 一 の い ず れ か の 項 目 に 規 定 す る 状 態 が 六 か 月 以 上 継 続 す

る 場 合 に 、 同 表 の そ れ ぞ れ の ス コ ア を 合 算 し 、 二 十 五 点 以 上 で あ

七  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の 11 の 注 １ の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及

び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

別 表 の い ず れ か の 項 目 に 規 定 す る 状 態 が 六 か 月 以 上 継 続 す る 場

合 に 、 別 表 の そ れ ぞ れ の ス コ ア を 合 算 し 、 二 十 五 点 以 上 で あ る 者 



る 者 

七 の 二  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の 1
1
の 注 ２ の こ ど も 家 庭 庁 長

官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

別 表 第 一 の い ず れ か の 項 目 に 規 定 す る 状 態 が 六 か 月 以 上 継 続 す

る 場 合 に 、 同 表 の そ れ ぞ れ の ス コ ア を 合 算 し 、 十 点 以 上 で あ る 者 

七 の 二  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の 1
1
の 注 ２ の こ ど も 家 庭 庁 長

官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

別 表 の い ず れ か の 項 目 に 規 定 す る 状 態 が 六 か 月 以 上 継 続 す る 場

合 に 、 別 表 の そ れ ぞ れ の ス コ ア を 合 算 し 、 十 点 以 上 で あ る 者 

八 ～ 十 （ 略 ） 八 ～ 十 （ 略 ） 

  

別 表 第 一 

（ 表 略 ） 

別 表 

（ 表 略 ） 

別 表 第 二 

行 動 関

連 項 目 

０ 点 １ 点 ２ 点 

コ ミ ュ

ニ ケ ー

シ ョ ン 

１ ． 日 常 生 活 に 支 障 が な い ２ ． 特 定

の 者 で

あ れ ば

コ ミ ュ

ニ ケ ー

シ ョ ン

で き る 

３ ． 会 話

以 外 の

方 法 で

コ ミ ュ

ニ ケ ー

シ ョ ン

で き る 

４ ． 独 自

の 方 法

で コ ミ

ュ ニ ケ

ー シ ョ

ン で き

る 

５ ． コ ミ

ュ ニ ケ

ー シ ョ

ン で き

な い 

説 明 の

理 解 

１ ． 理 解 で き る ２ ． 理 解

で き な

い 

３ ． 理 解

で き て

い る か

判 断 で

き な い 

大 声 ・

奇 声 を

１ ． 支
援 が

２ ． 希
ま れ

に 支

３ ． 月 に

１ 回 以

４ ． 週 に

１ 回 以

５ ． ほ ぼ

毎 日 （

（ 新 設 ） 



出 す 不 要 援 が
必 要 

上 の 支

援 が 必

要 

上 の 支

援 が 必

要 

週 ５ 日

以 上 の

） 支 援

が 必 要 

異 食 行

動 

１ ． 支
援 が

不 要 

２ ． 希
に 支

援 が
必 要 

３ ． 月 に

１ 回 以

上 の 支

援 が 必

要 

４ ． 週 に

１ 回 以

上 の 支

援 が 必

要 

５ ． ほ ぼ

毎 日 （

週 ５ 日

以 上 の

） 支 援

が 必 要 

多 動 ・

行 動 停

止 

１ ． 支
援 が

不 要 

２ ． 希
に 支

援 が
必 要 

３ ． 月 に

１ 回 以

上 の 支

援 が 必

要 

４ ． 週 に

１ 回 以

上 の 支

援 が 必

要 

５ ． ほ ぼ

毎 日 （

週 ５ 日

以 上 の

） 支 援

が 必 要 

不 安 定

な 行 動 

１ ． 支
援 が

不 要 

２ ． 希
に 支

援 が
必 要 

３ ． 月 に

１ 回 以

上 の 支

援 が 必

要 

４ ． 週 に

１ 回 以

上 の 支

援 が 必

要 

５ ． ほ ぼ

毎 日 （

週 ５ 日

以 上 の

） 支 援

が 必 要 

自 ら を

傷 つ け

る 行 為 

１ ． 支
援 が

不 要 

２ ． 希
に 支

援 が
必 要 

３ ． 月 に

１ 回 以

上 の 支

援 が 必

要 

４ ． 週 に

１ 回 以

上 の 支

援 が 必

要 

５ ． ほ ぼ

毎 日 （

週 ５ 日

以 上 の

） 支 援

が 必 要 

他 人 を

傷 つ け

る 行 為 

１ ． 支
援 が

不 要 

２ ． 希
に 支

援 が
必 要 

３ ． 月 に

１ 回 以

上 の 支

援 が 必

要 

４ ． 週 に

１ 回 以

上 の 支

援 が 必

要 

５ ． ほ ぼ

毎 日 （

週 ５ 日

以 上 の

） 支 援

が 必 要 



不 適 切

な 行 為 

１ ． 支
援 が

不 要 

２ ． 希
に 支

援 が
必 要 

３ ． 月 に

１ 回 以

上 の 支

援 が 必

要 

４ ． 週 に

１ 回 以

上 の 支

援 が 必

要 

５ ． ほ ぼ

毎 日 （

週 ５ 日

以 上 の

） 支 援

が 必 要 
突 発 的

な 行 動 
１ ． 支

援 が
不 要 

２ ． 希
に 支

援 が
必 要 

３ ． 月 に

１ 回 以

上 の 支

援 が 必

要 

４ ． 週 に

１ 回 以

上 の 支

援 が 必

要 

５ ． ほ ぼ

毎 日 （

週 ５ 日

以 上 の

） 支 援

が 必 要 

過 食 ・

反 す う

等 

１ ． 支
援 が

不 要 

２ ． 希
に 支

援 が
必 要 

３ ． 月 に

１ 回 以

上 の 支

援 が 必

要 

４ ． 週 に

１ 回 以

上 の 支

援 が 必

要 

５ ． ほ ぼ

毎 日 （

週 ５ 日

以 上 の

） 支 援

が 必 要 

て ん か

ん 

１ ． 年 に １ 回 以 上 ２ ． 月 に

１ 回 以

上 

３ ． 週 に

１ 回 以

上 
 

  


